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平 成 年
月 日

（火曜日）

る
。第

四
十
七
条
の
五
第
二
項
第

法
律
」
を
「
配
偶
者
か
ら
の
暴

者
（
」
の
下
に
「
同
法
第
二
十

含
む
。
」
を
加
え
、
同
項
第
八

律
第
四
章
」
を
「
配
偶
者
か
ら

第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

山
口
県
規
則
第
六
十
号

山
口
県
行
政
組
織
規
則

山
口
県
行
政
組
織
規
則
（
昭

山
口
県
規
則
第
五
十
九
号

一
般
職
に
属
す
る
学
校

定
め
る
規
則

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員

口
県
条
例
第
四
十
四
号
）
の
施

第
四
十
三
号
）
附
則
第
一
項
た

十
五
日
と
す
る
。

一
般
職
に
属
す
る
学
校
職
員

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

四
号
中
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の

力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等

八
条
の
二
に
規
定
す
る
関
係
に
あ

号
中
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防

の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改

年
一
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

七
日

山
口

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
四
十
三
年
山
口
県
規
則
第
十
五

山
口

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

行
期
日
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二

だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行

の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

七
日

一

防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
被

る
相
手
か
ら
の
暴
力
を
受
け
た
者

止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る

護
等
に
関
す
る
法
律
第
四
章
（
同

め
る
。

布
す
る
。

県
知
事

山

本

繁
太
郎

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

県
知
事

山

本

繁
太
郎

部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日

改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年

月
二
十
五
日
と
す
る
。

期
日
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月

改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定

る害を法法 す を山 二め

規

則
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山
山

山「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、

に
改
め
、
同
表
八
級
の
項
中
「
一

料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭

う
に
改
正
す
る
。

表
第
一
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

め
る
。

表
第
二
の
一
の
表
二
級
の
項
中

中
「
一
二
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一

」
を
「
一
四
、
六
〇
〇
円
」
に
改

人

事

委

料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
七
日

口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則

。二
十
五
条
第
二
号
中
「
配
偶
者

偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被

規
定
中
「
の
規
定
」
を
「
（
法

に
改
め
る
。

附

則

の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月

口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
七
日

口
県
規
則
第
六
十
一
号

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部

口
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十同

表
七
級
の
項
中
「
一
二
、
一
〇

二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、

和
三
十
四
年
山
口
県
人
事
委
員

の
項
中
「
三
一
一
、
九
〇
〇
円

「
八
、
五
〇
〇
円
」
を
「
八
、
六

二
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同

め
、
別
表
第
二
の
二
の
表
五
級

員

会

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に山

三
号の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者

害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用

三
日
か
ら
施
行
す
る
。

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

山
口
県
知

を
改
正
す
る
規
則

四
年
山
口
県
規
則
第
二
十
一
号

〇
円
」
を
「
一
二
、
二
〇
〇

六
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第

会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次

」
を
「
三
一
二
、
八
〇
〇
円
」

〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
八
級

表
九
級
の
項
中
「
一
四
、
五
〇

の
項
中
「
一
一
、
三
〇
〇
円
」

公
布
す
る
。

口
県
人
事
委
員
会

の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
を

」
に
改
め
、
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

る
。

事

山

本

繁
太
郎

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

が
あ
る
旨

三

認
定
を
行
つ
た
後
遅
滞

第
二
条
の
三

削
除

第
二
条
の
七
第
一
項
中
「
第

る
。

（
募
集
実
施
要
項
の
記
載
事
項

第
二
条
の
八

条
例
第
八
条
の

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す

一

条
例
第
八
条
の
二
第
九

二

条
例
第
八
条
の
二
第
十

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第

職
員
の
退
職
手
当
の
支

職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

第
二
条
の
三
を
次
の
よ
う
に

二
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別

〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
三
級

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五

る
規
則
別
表
第
一
及
び
別
表
第

職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
に

二
の
三
の
表
二
級
の
項
中
「
八

「
一
二
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一

を
「
一
四
、
三
〇
〇
円
」
に
改

四
、
七
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別

円
」
に
改
め
、
別
表
第
二
の
七

改
め
、
同
表
七
級
の
項
中
「
一

の
表
一
級
の
項
中
「
九
、
〇
〇

一
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
二
〇

な
く
、
退
職
す
べ
き
期
間
内
の
い

二
条
の
六
」
を
「
前
条
」
に
改
め

）二
第
二
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る

る
。

項
各
号
に
掲
げ
る
者
は
応
募
を
す

一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
認

七
日十

四
号

給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
山
口

。改
め
る
。

表
第
二
の
九
の
表
二
級
の
項
中
「

の
項
中
「
一
一
、
六
〇
〇
円
」
を

年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
し

二
の
規
定
は
、
平
成
二
十
五
年
四

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

、
六
〇
〇
円
」
を
「
八
、
七
〇
〇

二
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

め
、
別
表
第
二
の
五
の
表
三
級
の

表
第
二
の
六
の
表
四
級
の
項
中
「

の
表
六
級
の
項
中
「
一
一
、
七
〇

二
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
七

〇
円
」
を
「
九
、
一
〇
〇
円
」
に

〇
円
」
に
改
め
、
同
表
三
級
の
項ず

れ
か
の
日
か
ら
退
職
す
べ
き
期

、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事

る
こ
と
が
で
き
な
い
旨

定
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
す
る
場

山
口
県
人
事
委
員
会

す
る
規
則

県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）

一
一
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、

「
一
一
、
七
〇
〇
円
」
に
改
め
る

、
改
正
後
の
給
料
の
調
整
額
に
関

月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

円
」
に
改
め
、
同
表
四
級
の
項

六
級
の
項
中
「
一
四
、
二
〇
〇
円

項
中
「
一
四
、
六
〇
〇
円
」
を
「

九
、
七
〇
〇
円
」
を
「
九
、
八
〇

〇
円
」
を
「
一
一
、
八
〇
〇
円
」

〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
二
の

改
め
、
同
表
二
級
の
項
中
「
一
一

中
「
一
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「

二

日 え項合 の 一。す 中」一〇に八、一

人

事

委

員

会
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一二第六別

２
第

別

（号 外 ）

四五第

条
例
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に

条
例
第
八
条
の
二
第
十
一
項
に

退
職
す
べ
き
期
日
に
退
職
し
た
者

八
条
の
二
第
六
号
を
次
の
よ
う
に

条
例
第
四
条
第
一
項
第
三
号
及

記
第
二
号
様
式
か
ら
別
記
第
七
号

式
様

号
７

第
ら

か
式

様
号

で
ま

記
第
八
号
様
式
の
別
紙
を
次
の
よ

を
定
め
、
条
例
第
八
条
の
二
第
十

要
項
に
退
職
す
べ
き
期
間
を
記
載

条
例
第
八
条
の
二
第
五
項
の
規

の
旨条

例
第
八
条
の
二
第
十
四
項
の

る
場
合
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

八
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
を

掲
げ
る
者

規
定
す
る
認
定
を
受
け
て
同
条

改
め
る
。

び
条
例
第
五
条
第
一
項
第
六
号

様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

除
削

う
に
改
め
る
。

三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
す

し
た
場
合
に
限
る
。
）

定
に
よ
り
募
集
の
期
間
を
延
長

規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
期
日

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
項
第
三
号
に
規
定
す
る

に
掲
げ
る
者

る
。

る
こ
と
と
な
る
旨
（
募
集
実
施

す
る
場
合
が
あ
る
と
き
は
、
そ

を
繰
り
上
げ
、
又
は
繰
り
下
げ

紙
別

三



平
成
二

平
成
二
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十
五
年
十
二
月
十
七
日
印
刷

十
五
年
十
二
月
十
七
日
発
行 事

的
体

具
記

情

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

欄
載

）
用
長

属
所

県

庁
知
事

律
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第

山
口
県
警
察
本
部
組
織

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
生
活
安
全
企

害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

公

安

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則

年
一
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

七
日四

号

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
公
安
委

画
課
に
関
す
る
部
分
第
九
号
中
「

を
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止

ら
施
行
す
る
。

委

員

会

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

山
口
県
公
安
委
員
会

員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び

及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る

に
公
布
す
る
。

四

の被法

公

安

委

員

会


